
【協議事項（１）】令和８年度福津市国民健康保険税率等について 

① 子ども・子育て支援金分について

ア 県仮算定における県全体の納付金額

５５億１，７４９万３千円

イ 仮算定時に用いた軽減措置

・保険基盤安定繰入金（保険者支援分・子ども分）

国の指針によると、「医療給付費等に対する保険基盤安定繰入金（保険者支援分）の割合を子

ども・子育て支援金に乗じることで、保険基盤安定繰入金（保険者支援分・子ども分）を推計

する。なお、医療分の代わりに後期分であれば、後期高齢者支援金等に対する保険基盤安定繰

入金（保険者支援分）の割合を用いることも考えられる。」とされています。今回の仮算定で、

県は後期分の割合を用いた算出方法を採用しています。 

・１８歳未満保険料軽減

国の指針によると、「医療給付費等もしくは標準保険料率（医療分）の算定に必要な保険料総

額に対する１８歳未満の被保険者に係る保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）、未就学児均等割

保険料軽減繰入金、産前産後保険料軽減繰入金の割合を、子ども・子育て支援納付金もしくは

標準保険料率（子ども分）の算定に必要な保険料総額に乗じることで、１８歳未満保険料軽減

額を推計する。（医療分の代わりに、後期分であれば後期高齢者支援金等に対する保険基盤安定

繰入金（保険料軽減分）、未就学児均等割保険料軽減繰入金、産前産後保険料軽減繰入金の割合

等を用いることも考えられる）とされています。今回の仮算定で、県は後期分の割合を用いた

算出方法を採用しています。 

ウ 県仮算定における福津市の納付金額

３，２０３万４千円

エ 算定方法（仮算定において県が用いた標準保険料率等の算出手法）

・算定方式 ３方式［所得割、均等割（人）、平等割（世帯）※１］ 

※１ 均等割は国保に加入する世帯の加入者数に、平等割は世帯に課税されるものです

・応能：応益 β：１ 

・標準的な収納率 医療分と合算した収納率を従来のルールに基づき算出

・賦課限度額 国民健康保険法施行令及び地方税法施行令の基準の額のとおり 
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オ 市の標準保険料率について（仮算定結果）

所得割  ０．２１％ 

平等割（人） ９９３円 ※１８歳以上均等割額：５３円を含む 

均等割（世帯） ９９５円 

・一人当たりの税額

【福津市の納付金額 ÷ １８歳以上の被保険者数（見込）】 

３２，０３４，０００円 ÷ ９，７９５人  ＝ ３，２７０円（年額） 

※月額約２７４円
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② 納付金の医療分、後期高齢者支援金分、介護分について

ア 「仮算定に基づく納付金の算定及び標準保険料率」算定結果について

【令和８年度納付金の仮算定の結果について】 

・県全体の算定において、保険給付費（医療分）、後期高齢者支援金分、介護納付金分の各区分

の歳出額が減少しているが、子ども・子育て支援納付金の創設により、県全体の納付金額は増

加している。

・県内の保険料統一化に向けて、令和７年度の納付金算定から、医療費指数（α）を毎年度０．

１ずつ縮小させており、令和８年度においては、α＝０．８となっている。このことに伴って

保険料の急激な上昇を抑えるための緩和措置がある。

  〇納付金の増加及び減少に対する緩和措置（市町村間の分かち合い）【納付金に反映】 

  〇県財政安定化基金活用による納付金増加市町村への緩和措置【納付金に反映】 

  〇納付金額増加市町村への特別交付金（県繰入金２号分）の交付【令和８年度は交付なし】 

・一人当たりの納付金は、緩和措置が適用された結果、１５７，４００円（子ども分を含む）と

なった。（令和７年度本算定時：１４８，５２７円と比べて８，８７３円の増）

・福岡県の一人当たりの保険給付費は、令和３年度以降、高い状況で推移しており、令和３年度

においては納付金との乖離があったため、令和４年度以降、県国民健康保険特別会計の財源不

足にならないよう算定されている。令和８年度以降も一人当たりの保険給付費は伸びていく

ことが見込まれたうえで、令和８年度納付金が算定されている。

・福岡県の国保特別会計の決算剰余金について、一人当たりの納付金額に大幅な増加が見込まれ

る場合、納付金減算のための財源として活用することとなっており、令和７年度については、

本算定において、一人当たり納付金額の大幅な増加を抑えるために県の決算剰余金が活用さ

れた。令和８年度の仮算定結果においては、県平均の一人当たり納付金額は、前年度から増加

（子ども分を含む増加：８，４９０円※前年比＋５．６％、子ども分を含まない増加５，５５

０円※前年比＋３．７％）しており、納付金減算への活用を含めた検討がされている。 

（令和８年度国保事業納付金の仮算定結果資料より抜粋） 

令和７年度（本算定） 令和８年度 仮算定 対前年度比較 

被保険者数 11,471 人（一般） 10,842 人（一般） △629 人

一般納付金（医療分） 1,171,549,613 円 1,156,680,607 円 △14,869,006 円

後期高齢者支援金等 

納付金分 
403,396,763 円 393,665,083 円 △9,731,680 円

介護納付金分 128,802,571 円 124,152,578 円 △4,649,993 円

子ども分 32,034,155 円 32,034,155 円 

納付金（合計） 1,703,748,947 円 1,706,532,423 円 2,783,476 円 
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イ 令和８年度保険税等収納額の見込みについて

 令和８年度の現年度分の保険税収入は、仮に保険税率を据え置いた場合、令和７年１０月末

の調定額と、今後の被保険者数の減少を見込み試算した結果、１１億３，６２１万７千円の見

込みとなりました。 

また、軽減分を含めた保険税収入全体は、保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）１億９，７

８５万３千円、未就学児均等割保険料繰入金２８６万６千円、産前産後保険料繰入金９０万３

千円を加算し、約１３億８,２９６万７千円の見込みとなりました。 

加えて、納付金等を賄うための保険税収納必要額が約１３億７，７２７万６千円となる見込

みとなるため、差引して約６００万円の財源余剰が生じる見込みです。 

令和７年度の保険税率を令和８年度も据え置いた場合 

 【令和8年度　納付金と保険税の関係】

歳出見込　1,825,304千円 < 歳入見込　1,830,995千円

市町村向け公費
（特別調整交付金や繰入金など）

（448,028千円）

現年度保険税
（1,136,217千円）

基盤安定繰入金（軽減分）
（197,853千円）

基盤安定繰入金
（子ども・軽減分）
（4,223千円）

未就学児均等割保険料軽減繰
入金（2,866千円）

産前産後保険料繰入金
（903千円）

財源余剰額
5,691千円

その他保険事業等
（118,772千円）

納付金
（1,706,532千円）

過年度滞納分保険税
（40,905千円）

財源

保険税で集め

るべき金額

1,377,276千円
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ウ 県単位化（平成３０年度）以降の本市の保険税率と基金積立てについて

平成３０年度の県単位化に伴い、福津市では、保険税率の改正を平成３０年度、令和２年度、

令和７年度に実施しました。 

福津市では、平成２９年度以降、決算補填のその他繰入（赤字繰入）は行っていません。また、

令和７年度の税率改正は、基金残高の状況を踏まえながら、基金の繰り入れ（３，４８６万５千

円※令和７年度当初予算額）を前提として保険税率の引き下げを行っています。 

 

※令和７年度においては令和６年度末残高から、積み立て（＋）：１，１８９万３千円、

取り崩し（－）：３，４８６万５千円を行う予定です。

令和８年度の納付金に対して、令和７年度の保険税率を据え置いた場合、試算の結果として、

全体としては約６００万円の余剰が発生する見込みであることに加えて、子ども・子育て支援金

の導入による負担増や、基金残高の状況を踏まえると、保険税の引き下げについて検討する余地

があると考えられます。 

納付金に対する財源余剰額の内訳としては、医療分として約２３０万円の不足、後期高齢者支

援金分として１６０万円の余剰、介護納付金分として２３０万円の不足、子ども分として、９０

０万円の余剰を見込んでいます。 

あくまでも県が提示した令和７年１１月の仮算定の結果を踏まえてでありますが、県全体で

試算し、示された納付金に対して、福津市の現行税率等で試算すると、結果として、医療分、介

護分に不足が生じ、後期高齢者支援金分と子ども分に余剰が生じると試算されました。 

この区分ごとの保険税額と保険税収納必要額に大きな差があることは、県内の保険料率水準

統一時に、保険税の急激な負担の増加が、一部の人に発生する可能性があるため、県が示す標準

保険料率で算定された納付金額の割合に近づけていくことが望ましいと考えられます。 

各年度末 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
令和7年度

（見込）

国保特別準

備基金残高

（千円）

36,124 46,653 53,274 152,000 176,063 264,073 282,085 259,113

　　9



エ 今後の保険税について

＜国保を取り巻く状況＞ 

●物価高騰による厳しい経済状況が継続している。

●国保被保険者数の減少が見込まれるため、保険税算定において調定額・収納額が減少する見込

みだが、所得の上昇が継続しており、一人当たりの賦課額は上昇する可能性がある。

●国保の被保険者数は減少傾向にあるが、７０歳以上の被保険者数の割合が増加し、一人当たり

保険給付費は今後も伸びていく見込み。

●国保の被保険者の割合を大きく占めていた団塊の世代（昭和２２年～昭和２４年生まれ）は、

令和６年度末までにからに後期高齢者医療保険に移行しましたが、ゆるやかな被保険者の減

少が見込まれる。

●令和６年４月に後期高齢者制度の負担率が見直された

（令和４年、令和５年：１１．７２％→令和６年、令和７年：１２．６７％）。

●令和４年１０月に行われた被用者保険の適用拡大が令和９年１０月にさらに拡大される予定。

（従業員規模３６人以上の企業が新たな適用対象となる等）。 

●令和４年４月から、未就学児の均等割軽減（５割軽減）の制度が導入された。

●令和５年４月から、出産育児一時金が５０万円に増額された（令和４年度は４２万円）。また、

令和９年以降となる見通しだが、公的保険で全額賄うことの検討を開始している。

●令和６年１月から、出産する被保険者の産前産後に該当する期間の保険税免除制度の開始され

た：出産の前月から出産の２か月後までの４か月間（多胎の場合は３か月前からの６か月間）

の保険税を減額する。

●令和７年度には国民健康保険税の賦課上限額は１０９万円に引き上げられた。

＜福津市の現状＞ 

●令和２年度の改定時は、単年度ごとの保税見直しではなく、令和２、３年の２年間を見込ん

での保険税率の見直しを行っていた。

●長引く新型コロナウイルス感染症の影響から物価上昇等の影響による経済的にも厳しい状況

が継続しているため、令和４年度・令和５年度・令和６年度においては、保険税率を据え置

きとしたが、保険料水準の完全統一を考慮し引き下げを実施した。

●令和６年度以降は単年度ごとに保険税率等の見直しを行うこととしている。

●令和７年１２月時点における令和７年度の決算見込みとしては、基金の取り崩しを実施する

見込み（※保険給付費や国・県交付金の金額が未確定であるため、予算上の見込み）。

●被保険者数は減少していくが前期高齢者の割合は今後も高い状態で推移する見込み。

●一人当たり保険給付費の高い状態は継続するが、被保険者数の減少から保険給付費全体とし

ては減少する見込み。
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●令和６年度以前には、県が算定して示す納付金の合計額に対する、医療分、後期高齢者支

援金分、介護納付金分の各区分の割合と、福津市の令和６年度時点の保険税率等において

保険者から集める保険税の各区分の割合には乖離がありました。県内の保険料率水準の完

全統一化に向けて、令和７年度の税率等は、県の示す配分に近づけていくことを目的に保

険税率等を改正し、乖離はいずれの区分も±１％未満となりました。令和７年度の現行税

率を令和８年度も据え置いた場合、約６００万円の余剰が見込まれることと、県が示す標

準保険料率等と市の税率等に乖離の是正を念頭に置きながら、令和８年度の保険税率等に

ついて、次項に示す方向性で協議をお願いしたいと考えています。

【県の示す納付金の各区分の割合と市の保険税各区分の割合の乖離】 

改定前

（A-B）

改定後

（A-C）

医療 1,171,549,613円 68.76% 70.90% 68.77% 2.14% 0.01%

支援 403,396,763円 23.68% 22.10% 23.96% 1.58% 0.28%

介護 128,802,571円 7.56% 7.00% 7.27% 0.56% 0.29%

合計 1,703,748,947円 100.00% 100.00% 100.00% ー ー

R７保険税率

改定後における

各区分の割合

R７保険税率

改定前における

各区分の割合

納付金で示された

各区分の割合

（各区分／合計）

R7年度

納付金額（円）

(R7.1月本算定

時)

令和

６年度

納付金に占める各区分と改定

前後の各区分割合の乖離
CBA

据置時

（D-E）

見直し案

（D-F）

医療 1,156,680,607円 69.08% 69.14% 69.07% 0.07% 0.00%

支援 393,665,083円 23.51% 23.60% 23.63% 0.09% 0.12%

介護 124,152,578円 7.41% 7.25% 7.30% 0.16% 0.12%

合計 1,674,498,268円 100.00% 100.00% 100.00% ー ー

R8年度

納付金額（円）

(R7.12月仮算定

時)

令和

７年度

納付金に占める各区分と改定

前後の各区分割合の乖離
保険税率を

見直した場合の

各区分の割合

R７保険税率を

据置く場合の

各区分の割合

納付金で示された

各区分の割合

（各区分／合計）

FED
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【今後の保険税率等の方向性等】 

子ども分については、県が示す標準保険料率等とする。 

また、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分については以下の方向性を提案する。 

◆ 案Ａ 現行の保険税率等を据え置く

2 保険税率等について各区分の配分を見直す場合 

改定案（１） 

◆ 案Ｂ 保険税率等を見直す

令和８年度の保険税率について、県が算定に用いている算定方法に近づけ

ることと、「新しく創設される子ども・子育て支援金による納付額の上

昇」の緩和を念頭に置き、税率等の見直しを検討する。 

＜財源不足見込み額：およそ５０万円＞ 

令和８年度の保険税率について、保険税率等は据え置きとし、各区分の見

直しは行わない。（子ども・子育て支援金は県の算定を採用することとす

る） 

＜財源余剰見込み額：およそ６００万円＞ 
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【Ａ 現在の保険税率（令和７年度）】 

医療分 
後期高齢者 

支援金分 
介護納付金分 （子ども分） 

所得割 7.80 ％ 2.50 ％ 2.20 ％ 0.21 ％ 

均等割  

（人） 
25,000 円 9,000 円 13,500 円 

993 円 

（うち、18 歳以上

均等割額：53 円

平等割 

（世帯） 
25,000 円 9,000 円 - 995 円 

※子ども分は県仮算定における標準保険料率を記載

A　令和７年度の税率を据え置いた場合

（単位：千円）

医療分 支援金分 介護分 子ども分 合計

現年度分 765,106 261,168 80,275 30,560 1,137,109

過年度分 28,394 8,598 3,913 40,905

保険基盤安定繰入金
（保険税軽減分）※１ 134,872 48,554 13,758 197,184

基盤安定繰入金
（子ども・軽減分） 0 0 0 4,223 4,223

未就学児均等割保険料軽減繰入金 2,108 759 0 2,867

産前産後保険料軽減繰入金 670 225 9 904

　計 931,150 319,304 97,955 34,783 1,383,192

933,512 317,712 100,199 25,854 1,377,277

▲ 2,362 1,592 ▲ 2,244 8,929 5,915

※１保険基盤安定繰入金：低所得者への保険税軽減分を一般会計から補てん（法定内）

※２保険税収納必要額：納付金等を賄うための保険税必要額（その他繰入金を補てんしない前提）

保
険
税

保険税収納必要額　※２

財源不足額
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【Ｂ 保険税率等を見直した場合の保険税率】 

青字：減額 ※子ども分は県仮算定における標準保険料率を記載

医療分 
後期高齢者 

支援金分 
介護納付金分 （子ども分） 

所得割 7.80 ％ 2.50 ％ 2.20 ％ 0.21 ％ 

均等割  

（人） 
25,000 円 9,000 円 13,500 円 

993 円 

（うち、18 歳以上

均等割額：53 円

平等割 

（世帯） 
24,000 円 8,800 円 - 995 円 

B 税率を見直した場合＜医療分平等割24,000円（▲1000円）/支援金分平等割8,800円（▲200円）＞

（単位：千円）

医療分 支援金分 介護分 子ども分 合計

現年度分 759,986 259,973 80,179 30,560 1,130,698

過年度分 28,394 8,598 3,913 40,905

保険基盤安定繰入金
（保険税軽減分）※１ 134,872 48,554 13,758 197,184

基盤安定繰入金
（子ども・軽減分） 0 0 0 4,223 4,223

未就学児均等割保険料軽減繰入金 2,108 759 0 2,867

産前産後保険料軽減繰入金 670 225 9 904

　計 926,030 318,109 97,859 34,783 1,376,781

933,512 317,712 100,199 25,854 1,377,277

▲ 7,482 397 ▲ 2,340 8,929 ▲ 496

※１保険基盤安定繰入金：低所得者への保険税軽減分を一般会計から補てん（法定内）

※２保険税収納必要額：納付金等を賄うための保険税必要額（その他繰入金を補てんしない前提）

財源不足額

保
険
税

保険税収納必要額　※２
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【Ｃ 県が示した福津市の標準保 険税率（令和８年度仮算定時）】 

医療分 
後期高齢者 

支援金分 
介護納付金分 （子ども分） 

所得割 7.55 ％ 2.47 ％ 3.31 ％ 0.21 ％ 

均等割  

（人） 
27,789 円 10,793 円 16,365 円 

993 円 

（うち、18 歳以上

均等割額：53 円

平等割 

（世帯） 
27,446 円 10,664 円 - 99 5 円 

※子ども分は県仮算定における標準保険料率を記載

Ｃ　県の標準保険料率どおり
（単位：千円）

医療分 支援金分 介護分 子ども分 合計

現年度分 782,361 279,509 105,058 30,560 1,197,488

過年度分 28,394 8,598 3,913 40,905

保険基盤安定繰入金
（保険税軽減分）※１ 134,872 48,554 13,758 197,184

基盤安定繰入金
（子ども・軽減分） 0 0 0 4,223 4,223

未就学児均等割保険料軽減繰入金 2,108 759 0 2,867

産前産後保険料軽減繰入金 670 225 9 904

計 948,405 337,645 122,738 34,783 1,443,571

933,512 317,712 100,199 25,854 1,377,277

14,893 19,933 22,539 8,929 66,294

※１保険基盤安定繰入金：低所得者への保険税軽減分を一般会計から補てん（法定内）

※２保険税収納必要額：納付金等を賄うための保険税必要額（その他繰入金を補てんしない前提）

保
険
税

保険税収納必要額　※２

財源不足額
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【Ａ 現在の保険税率（令和７年度）】 

医療分 
後期高齢者 

支援金分 
介護納付金分 （子ども分） 

所得割 7.80 ％ 2.50 ％ 2.20 ％ 0.21 ％ 

均等割  

（人） 
25,000 円 9,000 円 13,500 円 

993 円 

（うち、18 歳以上

均等割額：53 円

平等割 

（世帯） 
25,000 円 9,000 円 - 995 円 

※子ども分は県仮算定における標準保険料率を記載

【Ｂ 保険税率等を見直した場合の保険税率】 

青字：減額 ※子ども分は県仮算定における標準保険料率を記載

【Ｃ 県が示した福津市の標準保 険税率（令和８年度仮算定時）】 

医療分 
後期高齢者 

支援金分 
介護納付金分 （子ども分） 

所得割 7.55 ％ 2.47 ％ 3.31 ％ 0.21 ％ 

均等割  

（人） 
27,789 円 10,793 円 16,365 円 

993 円 

（うち、18 歳以上

均等割額：53 円

平等割 

（世帯） 
27,446 円 10,664 円 - 99 5 円 

※子ども分は県仮算定における標準保険料率を記載

医療分 
後期高齢者 

支援金分 
介護納付金分 （子ども分） 

所得割 7.80 ％ 2.50 ％ 2.20 ％ 0.21 ％ 

均等割  

（人） 
25,000 円 9,000 円 13,500 円 

993 円 

（うち、18 歳以上

均等割額：53 円

平等割 

（世帯） 
24,000 円 8,800 円 - 995 円 

　16



モデルケース(1)

〇パターン①　１人世帯７割軽減 （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

人数(介護人数) 1 （1） 医療分 15,000 14,700 -300 98.0%

収入 1,080,000 支援金分 5,400 5,300 -100 98.1%

所得 430,000 介護分 4,000 4,000 0 100.0%

軽減判定 ７割軽減 年税額 24,400 24,000 -400 98.4%

〇パターン②　１人世帯５割軽減 （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

人数(介護人数) 1 （1） 医療分 47,600 47,100 -500 98.9%

収入 1,370,000 支援金分 16,200 16,100 -100 99.4%

所得 720,000 介護分 13,100 13,100 0 100.0%

軽減判定 ５割軽減 年税額 76,900 76,300 -600 99.2%

〇パターン③　１人世帯２割軽減 （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

人数(介護人数) 1 （1） 医療分 81,700 80,900 -800 99.0%

収入 1,615,000 支援金分 27,700 27,600 -100 99.6%

所得 965,000 介護分 22,500 22,500 0 100.0%

軽減判定 ２割軽減 年税額 131,900 131,000 -900 99.3%

〇パターン④　１人世帯軽減なし（所得100万円） （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

人数(介護人数) 1 （1） 医療分 94,400 93,400 -1,000 98.9%

収入 1,650,000 支援金分 32,200 32,000 -200 99.4%

所得 1,000,000 介護分 26,000 26,000 0 100.0%

軽減判定 軽減なし 年税額 152,600 151,400 -1,200 99.2%

〇パターン⑤　１人世帯軽減なし（所得300万円） （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

人数(介護人数) 1 （1） 医療分 250,400 249,400 -1,000 99.6%

収入 4,300,000 支援金分 82,200 82,000 -200 99.8%

所得 3,000,000 介護分 70,000 70,000 0 100.0%

軽減判定 軽減なし 年税額 402,600 401,400 -1,200 99.7%

収入状況

収入状況

40～64歳

収入状況

40～64歳

40～64歳

収入状況

40～64歳

40～64歳

収入状況

1
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モデルケース(1)

〇パターン⑥　２人世帯７割軽減 （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

世帯人数（介護） 2 (2) 医療分 22,500 22,200 -300 98.7%

収入 1,080,000 支援金分 8,100 8,000 -100 98.8%

所得 430,000 介護分 8,100 8,100 0 100.0%

軽減判定 ７割軽減 年税額 38,700 38,300 -400 99.0%

〇パターン⑦　２人世帯５割軽減 （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

世帯人数（介護） 2 (2) 医療分 82,700 82,200 -500 99.4%

収入 1,660,000 支援金分 28,000 27,900 -100 99.6%

所得 1,010,000 介護分 26,200 26,200 0 100.0%

軽減判定 ５割軽減 年税額 136,900 136,300 -600 99.6%

〇パターン⑧　２人世帯２割軽減 （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

世帯人数（介護） 2 (2) 医療分 143,400 142,600 -800 99.4%

収入 2,250,000 支援金分 48,300 48,100 -200 99.6%

所得 1,500,000 介護分 45,100 45,100 0 100.0%

軽減判定 2割軽減 年税額 236,800 235,800 -1,000 99.6%

〇パターン⑨　２人世帯軽減なし（所得200万円） （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

世帯人数（介護） 2 (2) 医療分 197,400 196,400 -1,000 99.5%

収入 3,000,000 支援金分 66,200 66,000 -200 99.7%

所得 2,000,000 介護分 61,500 61,500 0 100.0%

軽減判定 軽減なし 年税額 325,100 323,900 -1,200 99.6%

〇パターン⑩　２人世帯軽減なし（所得300万円） （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

世帯人数（介護） 2 (2) 医療分 275,400 274,400 -1,000 99.6%

収入 4,300,000 支援金分 91,200 91,000 -200 99.8%

所得 3,000,000 介護分 83,500 83,500 0 100.0%

軽減判定 軽減なし 年税額 450,100 448,900 -1,200 99.7%

40～64歳

40～64歳

収入状況

収入状況

40～64歳

収入状況

40～64歳

収入状況

40～64歳

収入状況
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モデルケース(1)

〇パターン⑪　３人世帯７割軽減 （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

世帯人数（介護） 3 (２) 医療分 30,000 29,700 -300 99.0%

収入 1,080,000 支援金分 10,800 10,700 -100 99.1%

所得 430,000 介護分 8,100 8,100 0 100.0%

軽減判定 ７割軽減 年税額 48,900 48,500 -400 99.2%

〇パターン⑫　３人世帯５割軽減 （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

世帯人数（介護） 3 (２) 医療分 117,800 117,300 -500 99.6%

収入 1,970,000 支援金分 39,700 39,600 -100 99.7%

所得 1,300,000 介護分 32,600 32,600 0 100.0%

軽減判定 ５割軽減 年税額 190,100 189,500 -600 99.7%

〇パターン⑬　３人世帯２割軽減 （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

世帯人数（介護） 3 (２) 医療分 205,100 204,300 -800 99.6%

収入 3,020,000 支援金分 68,900 68,700 -200 99.7%

所得 2,035,000 介護分 56,900 56,900 0 100.0%

軽減判定 2割軽減 年税額 330,900 329,900 -1,000 99.7%

〇パターン⑭　３人世帯軽減なし（所得300万円） （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

世帯人数（介護） 3 (２) 医療分 300,400 299,400 -1,000 99.7%

収入 4,300,000 支援金分 100,200 100,000 -200 99.8%

所得 3,000,000 介護分 83,500 83,500 0 100.0%

軽減判定 軽減なし 年税額 484,100 482,900 -1,200 99.8%

〇パターン⑮　３人世帯軽減なし（所得400万円） （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

世帯人数（介護） 3 (２) 医療分 378,400 377,400 -1,000 99.7%

収入 5,550,000 支援金分 125,200 125,000 -200 99.8%

所得 4,000,000 介護分 105,500 105,500 0 100.0%

軽減判定 軽減なし 年税額 609,100 607,900 -1,200 99.8%

収入状況

40～64歳、39歳以下

収入状況

40～64歳、39歳以下

収入状況

40～64歳、39歳以下

収入状況

40～64歳、39歳以下

収入状況

40～64歳、39歳以下
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モデルケース(1)

〇パターン⑯　２人年金受給世帯７割軽減 （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

世帯人数（介護） 2 (0) 医療分 34,200 33,900 -300 99.1%

年金収入 1,680,000 支援金分 11,800 11,700 -100 99.2%

所得 580,000 介護分 0 0 0 ー

軽減判定 ７割軽減 年税額 46,000 45,600 -400 99.1%

〇パターン⑰　２人年金受給世帯５割軽減 （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

世帯人数（介護） 2 (0) 医療分 94,400 93,900 -500 99.5%

年金収入 2,260,000 支援金分 31,700 31,600 -100 99.7%

所得 1,160,000 介護分 0 0 0 ー

軽減判定 ５割軽減 年税額 126,100 125,500 -600 99.5%

〇パターン⑱　２人年金受給世帯２割軽減 （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

世帯人数（介護） 2 (0) 医療分 155,100 154,300 -800 99.5%

年金収入 2,750,000 支援金分 52,100 51,900 -200 99.6%

所得 1,650,000 介護分 0 0 0 ー

軽減判定 2割軽減 年税額 207,200 206,200 -1,000 99.5%

〇パターン⑲　２人年金受給世帯軽減なし（所得200万円） （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

世帯人数（介護） 2 (0) 医療分 197,400 196,400 -1,000 99.5%

年金収入 3,100,000 支援金分 66,200 66,000 -200 99.7%

所得 2,000,000 介護分 0 0 0 ー

軽減判定 軽減なし 年税額 263,600 262,400 -1,200 99.5%

〇パターン⑳　２人年金受給世帯軽減なし（所得300万円） （単位：円）

世帯状況 改定前 改定後 差額 比率

世帯人数（介護） 2 (0) 医療分 275,400 274,400 -1,000 99.6%

年金収入 4,335,295 支援金分 91,200 91,000 -200 99.8%

所得 3,000,000 介護分 0 0 0 ー

軽減判定 軽減なし 年税額 366,600 365,400 -1,200 99.7%

65～74歳

65～74歳

収入状況

65～74歳

収入状況

収入状況

65～74歳

収入状況

65～74歳

収入状況
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